
マンションコミュニティ研究会 

第１４回フォーラム 

                 日時：平成 28年 11月 9日（水）18：30～21：20 

                 場所：日比谷コンベンションホール 

                 主催：マンションコミュニティ研究会 

 

プログラム 

      メインテーマ「実際に機能する外部管理者方式とは」 

 

開会                               18：30 

主催者挨拶（廣田信子代表）                    18：30 

趣旨説明（小杉学理事）                         ～18：40 

 

基調講演「外部管理者方式の課題と実現可能なしくみ」    18：40～19：20 

     早稲田大学大学院教授            鎌野邦樹 氏 

事例報告「管理者を派遣している NPOからの事例報告」 

     NPO福岡マンション管理組合連合会 理事長  畑島義明 氏  19：20～19：40 

     NPOマンション管理者管理方式推進機構 会長 山本逸男 氏  19：40～20：00 

問題提起「外部管理者の問題点について報告」 

     マンション管理士              飯田勝啓 氏  20：00～20：10 

     マンション管理士              平田英雄 氏  20：10～20：20 

 

休憩（10分間）                           20：20～20：30 

 

パネルディスカッション（主として質問に対する回答）      20：30～21：10 

パネリスト    鎌野氏、畑島氏、山本氏、飯田氏、平田氏 

コーディネーター マンションコミュニティ研究会 代表 廣田信子 

 

プレゼン「切手のいらない年賀状運動」            21：10～21：20 

マンションコミュニティ研究会 理事 片山次朗 

 

閉会挨拶                             21：20 



 

 

                 マンションコミュニティ研究会第 14回フォーラム 

                                  ２０１６．１１．９ 日比谷コンベンションホール 

 

        マンションの外部管理者方式を考える 

                 －必要で、実現が可能な仕組みを考える－ 

 

                        鎌野邦樹（早稲田大学法科大学院） 

 

  Ⅰ．マンションの管理とは 

  １．区分所有法とマンション標準管理規約 

                               ・・・・・ 資料１「日本の区分所有法と管理の実態」 

                              「韓国と中華民国のマンション管理に関する法制度」 

 

    ２．管理者方式と理事会方式 

          ・「理事長」の解任をめぐる裁判例 

 

  Ⅱ．諸外国のマンション管理 

     １．欧米の管理方式：ヨーロッパの管理者方式 

                  「比較法一覧」 

     ２．オーストラリアＮＳＷ州法の「建替え・売却委員会」の例 

 

 

  Ⅲ．標準管理規約の改訂と今後の課題 

    １．改訂の内容 

       ・関連条項（34,35,36,36-2,37条）    ・・・・・資料２－１（各条文とコメント） 

       ・外部専門家活用の３つの型       ・・・・・資料２－２（別添①、②、③） 

 

    ２．管理の実情と外部専門家の必要性      ・・・・・資料３（「国民生活１０月号） 

       ・現状での管理組合の認識 

       ・当初からの場合と、中途からの転換の場合 

       ・委託管理業者の活用との関係 

       ・マンション管理士、弁護士等の活用との関係 

・「高齢化」への手立て 

       ・「日常業務」と、「経年劣化・老朽化」への対応との関係 

        

   Ⅳ．まとめ 

       ・外部専門家に何を求めるか、何が必要か 

       ・メリットとデメリット（報酬負担、区分所有者の無関心の助長） 

       ・区分所有者間の普段からの交流 
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≪平成２８年１１月９日 レジュメ≫ 

福管連における管理組合理事長等派遣施策について 

特定非営利活動法人 

福岡マンション管理組合連合会 

理事長  畑島 義昭 

 

 福管連は、昭和６２年に、管理組合が抱える共通の悩みを相互に持ち寄って意見を交換し、研磨す

る中で問題解決を図ろうという主旨でスタートしました。 

 現在、会員数は６８３管理組合、約５万戸の住戸を有する団体となり、市民の皆様からの管理組合

運営の相談を年間２０００件以上受けています。 

 平成２０年１２月２４に、ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）法に基づく認証紛争解決事業者として法

務大臣から認証されました。 

 

１ 理事長等派遣開始の理由 

福管連では平成１７年７月に管理組合への理事長等役員派遣を開始しました。 

平成１２年頃から、正会員管理組合様からの相談として、組合員の高齢化等で役員のなり手不

足等で福管連から理事長等を派遣してほしいとの要望は出ていました。その後、理事会が機能し

ないなどの切迫した事情の管理組合が発生したので、理事長等派遣に踏み切りました。 

切迫した事情とは、必ずしも居住者の高齢化ばかりとは限らない。高齢化もあるが、内部紛争、

高賃貸化などで、日常業務及び大規模改修工事・管理規約改正など重要な案件に対処できないな

どの状況でした。 

福管連では、平成２８年１１月現在、理事長派遣１３管理組合・管理者派遣２管理組合、監事

派遣１管理組合、理事派遣１管理組合、顧問派遣（技術顧問も含む）４管理組合、合計２１管理

組合に役員等を派遣しています。 

今までに理事長等を派遣した３３管理組合の派遣理由は、役員のなり手不足や居住者の高齢化

のためだけではありません。 

派遣理事、監事及び顧問は、業務全般のアドバイザー的役割をしており、技術顧問は、大規模

改修工事等のアドバイザーとしての業務を担当しています。 

 

２ 管理組合の主体性維持と金銭リスクの回避 

国土交通省（平成２８年３月１４日）のマンション標準管理規約では、役員のなり手不足等の

対策として「外部専門家の活用及びパターン」が提唱されている。しかし、この活用パターンに

よっては、管理者に強大な権限が集中するために、管理組合の主体性が薄れ、金銭管理や契約面

においてリスクの発生が懸念されます。 

福管連の理事長等派遣方式は、管理組合の主体性を活かし、金銭リスクを予防するために、特

に、次の点に配意しています。 

 

① 管理組合の主体性尊重と自立支援 

理事長の業務執行は、理事会決議に基づくことを基本として、管理組合の主体性尊重を第一眼
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目としています。 

理事長は、理事会に対して、マンション管理の専門家の立場から、管理組合が今なすべきこと

や改善すべき点を積極的に提案し。理事会で論議し、結論が出てはじめて、業務の執行に移りま

す。理事長は提案をしますが、独断的な執行はしないことにしています。 

そうして、理事長派遣期間は、無期限ではありません。管理組合が自立できるようになれば、

派遣を終了を提案します。「自分のマンションは自分で守る」ことが本来だからです。したがって、

派遣中であっても、理事長は常に後継者等育成を配慮した運営を心掛けています。 

業務の遂行についても、総会・理事会の開き方、予算の執行、管理会社の指導など、業務全般

にわたって、マンションの管理規約を遵守することを基本とし、具体的なノウハウは、当会が発

行している１０種類の業務マニュアルから取り入れています。このようにして、当該管理組合の

標準的運営パターンを構築し、後で誰が理事長等になっても、務まるように配意しています。 

② 金銭事故防止 

金銭事故防止のために、理事長は、管理組合の金銭の取扱い及び通帳・印鑑の保管は一切行わ

ない。組合員である副理事長、会計担当理事等が相互牽制のもとに分担して保管することにして

います。ただし、支出や契約締結の承認は理事長が行います。また、月次決算を行い、業務及び

会計の進行を管理しています。 

 

３ 理事長の業務 

派遣理事長の業務は、前項を除き、一般の管理組合の理事長と同じです。 

具体的には、管理組合と福管連と間で役員派遣契約を締結する。なお、業務は日常業務の範囲

内とし、例えば、管理規約の全面改正、大規模改修工事の監理、長期修繕計画作成、会計業務等

専門的知識を要し、作業量が多い業務は、別途契約としています。 

 

４ 理事長等派遣の流れ 

① まず管理規約の改正 

福管連から理事長等派遣を希望する管理組合には、まず、管理規約を改正していただきます。 

多くの管理組合は、役員の選任要件を「○○マンションに現に居住する組合員うちから選任す

る」と定めているので、これに「前項の規定にかかわらず、マンション管理に関して実務経験及

び専門知識を有し、理事会が推薦する者を役員に選任することができる。」と追加の特別決議を

していただきます。 

② 役員派遣契約の締結と役員選任 

次に、総会において、役員派遣契約締結の承認とその予算措置及び福管連を役員として選任す

る決議をしていただきます。 

契約の当事者は、法人でない管理組合の場合は当該管理組合と福管連であり、管理組合法人の

場合は福管連側は派遣予定者の個人名です。 

③ 派遣役員の人選 

役員として派遣する者には、一定の経験と知識が必要であるので、福管連の役員及び顧問でマ

ンション管理士１３名中心に、自分のマンションで理事長としての経験及び知識を有する者を選

任する。 

理事長及び管理者として派遣する場合、正式派遣理事長の他に、副１名を選任し、正派遣者に
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事故あるときや業務繁忙時の補佐をする正副体制を採っています。なお、この正副体制は、正で

ある理事長の理事会運営のチェック機能等の役割も果たしています。 

④ 月例業務報告会の開催 

毎月１回、月末に、福管連の常勤役員と理事長等派遣者が集まり、業務報告会を開催し、この

報告会では、各派遣理事長等が、当月に取り組んだ業務内容とその問題点及び翌月の業務計画の

報告を行い、全員で問題点を討議しています。 

これによって、派遣理事長個人の判断ではなく、福管連レベルの理事長役務を提供することを

狙いとしています。この点が団体の良さだと自負しています。 

管理組合としても、福管連を信頼して理事長派遣を依頼しており、当然、福管連レベルの理事

長役務提供を期待しているものと考えるからです。 

理事長等派遣開始当初は、月例業務報告会は開催していなかったが、実際に派遣している理事

長の意識に差があり、独断的に業務を遂行するなど、福管連の方針と相容れない進め方をする者

もいたので、早速、月例業務報告会を実施することにしました。 

⑤ 役員派遣料 

理事長及び管理者としての派遣料は、マンションの規模や業務内容によるが、全面委託をして

いる管理組合の合で月額３万円から６万円程度です。 

監事及び顧問の派遣料は、派遣回数により月額１万５千円から２万円程度です。 

⑥ 理事長等派遣の終了 

派遣した管理組合の課題が解決し、今後順調に業務が進む目途がついた場合は、管理組合と協

議の上で、派遣を終了しています。 

これまでに理事長を派遣した管理組合のうち、１３管理組合は、紛争の決着、大規模改修工事

等重要課題の終了などにより、派遣を終了した。しかし、その後も全く縁が切れたわけではなく、

スポット派遣で理事会出席を要請されたり、再度、理事長等派遣契約の事例もあります。 

 

 

ＮＰＯ（非営利活動団体）活動総合保険 

   基本契約    ① ＮＰＯ賠償責任保険  ② ＮＰＯ団体傷害保険 

   オプション契約 ① 身元信用保険 

 



役員就任こんなマンション    ≪資料 ①≫ 

理事長就任（投資型マンション）…役員になり手不足 

【築年数…２６年、戸数…４４戸、管理会社に全面委託】 

・ 役員になり手不足、１回目の大規模修繕工事を検討中 

・ 毎年、同じ組合員が再任されて負担が多い。 

・ 管理会社の力量不足 

・ 理事長に就任し、管理会社変更、規約全面改正、大規模修繕工事等を実施 

・ とりあえず、３年で契約を終了した。管理組合からの要請があれば単発に役員を

派遣しアドバイスしていた。 

・ なお、１年後の総会で、再度、理事長派遣が決議され現在に至っています。 

 

理事長就任（単棟ファミリータイプ）… 内部紛争 

【築年数…３７年、戸数…１０７戸、管理会社に全面委託】 

・ 過去の大規模修繕工事等において、当時の役員の工事執行についてのしこりが続

いており、当時の役員等グループが現在の理事会のやることなすことを批判。総会

は毎回大荒れ状態が続いていた。 

・ 外部からの役員派遣（福管連からの理事長就任）については、総会において規約

改正等もスムーズに承認された。 

・ まずは、ガラス張りの運営に心がけ（理事会便りの発行）、一つ屋根の下で生活し

ているのですから、皆さん仲良くしましょう運動を実施した。 

・ 第３者の立場で、反対者側の組合員からの意見にも耳を傾けることの対応等で少

しずつ理解して頂けるようになり、反対者側の人達の大半が中間派になり総会等も

スムーズに運営できるようになった。 

・ 管理組合が自立できるようになったので、２年間で派遣を終了した。 

・ 年中行事のもちつき大会等には、１３０名以上の参加があり、派遣した役員も毎

回招待され、居住者からも喜ばれています。 

 

顧問就任（ファミリータイプ）… 自力管理のため、管理運営アドバイサー、議事録等

作成支援 

【築年数…２６年、戸数…２９戸、自力管理】 

 ・ 大規模改修工事の資金不足も考慮され、自力管理に変更され事務局長制で運営さ

れていた。事務局の負担が多いので、事務局制を廃止し、外部からの顧問派遣によ

り管理運営アドバイスを受けることに変更。 

 ・ 管理組合運営のアドバイサー、理事会議案書及び理事会議事録案の作成、総会議

案書及び議事録案の作成支援。 

  

管理者就任（再開発複合型マンション：店舗部会・住宅部会運営審議会あり） 

【築年数…年、戸数…戸、管理会社に全面委託】 

 ・ 管理規約は管理者方式で管理者名（分譲会社）も明記 

 ・ 管理者である分譲会社が管理者を辞退されたので、管理規約を改正され当連合会

に管理者の要請があり管理者を受託。 



顧問就任（ファミリータイプ）･･･建物の老朽化対策のため技術顧問派遣 

【築年数…３５年、戸数…１３棟３１６戸、自主管理（自力管理）】 

・ 役員は、１年交替順番制で持ち回りであるために、大規模修繕工事や滞納など特

別な業務への対応が困難であった。 

・ 特に建物の老朽化が目立ち、必要修理箇所も増えたので、福管連に技術担当顧問

を派遣要請。現在派遣実施中。 

・ しかし、団地全般の管理強化のため、自主管理体制を見直す動きがある。 

 

理事長就任（単棟ファミリータイプ）･･･小規模マンションの管理困難性 

【築年数…１７年、戸数…２２戸、管理会社に全面委託】 

・１７戸の小規模マンションであるが、派閥ができ、いろいろな問題で意見が分か

れ、管理ができない。 

・ 築１２年で大規模改修工事に取り組むこととなったが、業者決定で高額提案業者

を施工業者として選ぶ動きがあり、紛争が発生。 

・ 管理運営が困難となったため当会の理事長派遣を要請された。 

・ 派遣理事長のもと、大規模修繕工事施工業者を選定し、工事が開始されたが、大

きなトラブルもなく、工事は順調に進捗している。 

 

理事長就任（単棟複合用途型：店舗３）… 役員のなり手不足 

【築年数…３８年、戸数…７４戸、自主管理】 

・ 不在住戸が多く、理事長のなり手がなく、長期間一人の者が理事長を務めていた。 

・ 長期滞納が発生した。督促は実施したが滞納が１３０万円を超えた。 

・大 規模修繕工事を計画いているが、設計監理会社１社だけと随意契約を行ったが、

高額で業務内容が不明確との批判が出ている。 

・ その他、騒音、ペット飼育等の問題が発生し、理事長に不満を持つ者も出てきた

ので当会へ理事長派遣を要請した。 

 

理事長就任（単棟ファミリータイプ）… 管理運営困難性 

【築年数…３４年、戸数…３０戸、管理会社に全面委託】 

・ 管理会社に任せ放しであったため、各戸はベランダに洗濯機を設置したり、庇や

プレハブ倉庫設置など、契約違反行為が多発。 

・ ベランダ天井に爆裂発生し、破片が落下。 

・ 理事会で、大規模修繕を計画しているが、設計監理方式か責任施工方式か意見が

まとまらない。 

・ マンションの管理を、管理会社を指導してきちんと実施するために福管連へ理事

長派遣を要請した。 

 



      理事長等就任マンションの属性等    （平成２８年１０月現在）        ≪資料 ②≫ 

 就任職位 契約年月 築年数 棟・戸数     タイプ等                             備   考 

１ 技術顧問 17／6～  ４０ 13棟－316 団地 ※自力管理 【修繕等のアドバイザー】 

２ 監事 17／9～  ３５        69 複合用途（店舗 2） 【管理運営アドバイザー】 

３ 理事長 18／6～ ４９ 5棟－ 50 団地 【内部紛争】 

４ 管理者 20／7～  ２８ 145 再開発複合用途 【複合型管理運営困難性】 

５ 

６ 

顧問 20／7～ ４４ 10棟－240 団地 ※自力管理 【理事会等支援】 ※別途：会計支援 

理事長 21／3～  ３０     44 投資型複合用途 【役員のなり手不足等】 

７ 管理者 21／6～  ２８       81 再開発複合用途 【複合型管理運営困難性】 

８ 顧問 21／6～  ４６ 6棟－160 団地 【管理運営アドバイザー】 

９ 理事長 21／7～  ３８        30 単棟型 【理事会内部紛争/管理運営困難性】 

10 理事長 22／2～  ４２ 79 複合用途（店舗 3） 【役員のなり手不足等】 

11 理事長 22／2～ ４２  38 単棟型 【管理運営困難性】 

12 理事長 23／1～ ３２ 14 単棟型 【内部紛争等】 

13 理事長 24／5～ ２６ 101 単棟型 【管理運営困難性等】 

14 顧問 24／6～ ４３  40 単棟型 【管理運営アドバイザー】 

15 顧問 

理事長 

24／6～ 

28／5～ 

４１ 100 複合用途（１階店舗 2） 

事務所棟（２階）・住居棟 

【管理運営アドバイザー】 

【役員のなり手不足等】 

16 理事 24／7 ４１ 70         複合用途 (事務所多数)※自力管理 【書記担当理事/管理運営アドバイザー】 

17 理事長 25／4～ ３７   21        複合用途 (1階部分店舗のみ) 【役員のなり手不足等】 

18 理事長 26／4～ ４１        130 複合用途 (店舗 3・事務所) 【管理運営困難性等】 

19 理事長 27／2～ １９         40 単棟型 【管理運営困難性等】 

20 理事長 27／11～ ３０         52 複合用途（店舗 3） 【管理運営困難性等】 

21 理事長 28／8～ ３６         14 複合用途（店舗 1）※自力管理 【役員のなり手不足等】 



役 員 等 就 任 契 約 状 況  （平成 28年 10月 現在）  ≪資料 ③≫ 

マンション名 就任職位 担当者  

① 団地 技術顧問 Ｆ一級建築士 平成 17年 6月～ 

② 監事 Ｍ 平成 17年 9月～ 

③ 理事長 ＴＮ 平成 18年 6月～ 

④ 複合用途型 管理者 (正)Ａ ・(副)ＴＫ 平成 20年 7月～ 

⑤ 団地 顧問 (正)Ａ ・(副)ＹＮ 平成 20年 7月～ 

⑥（再） 理事長 ＹＮ  平成 21年 3月～ 

⑦ 複合用途型 管理者 (正)Ｍ ・(副)ＴＫ 平成 21年 6月～ 

⑧ 団地 顧問 Ｍ 平成 21年 6月～ 

⑨ 理事長 Ｓ 平成 21年 7月～ 

⑩ 理事長 Ｓ 平成 22年 2月～ 

⑪ 理事長 (正)Ｍ ・(副)ＴＫ 平成 22年 2月～ 

⑫ 理事長 Ａ 平成 23年 1月～ 

⑬ 理事長 (正)Ａ ・(副)ＹＮ 平成 24年 5月～ 

⑭ 顧問 Ｓ 平成 24年 6月～ 

⑮ 

 

顧問 

理事長 

Ｍ 

Ｍ 

平成 24年 6月～ 

平成 28年 5月～ 

⑯ 理事 ＨＳ 平成 24年 7月～ 

⑰ 理事長 (正)Ｍ ・(副)ＴＫ 平成 25年 4月～ 

⑱ 理事長 (正)ＴＫ ・(副)ＡＳ 平成 26年 4月～ 

⑲ 理事長 Ｉ 平成 27年 2月～ 

⑳ 理事長 (正)ＨＳ ・(副)Ｉ 平成 27年 11月～ 

㉑ 理事長 (正)Ａ ・(副)ＹＮ 平成 28年 8月～ 

管理者  … ２管理組合       理事長  … １３管理組合 

理事 … １管理組合         監事  … １管理組合 

顧問  … ３管理組合        技術顧問  … １管理組合 

   正  （副）    正  （副） 

Ｍ ６  ＹＮ １ （３） 

Ｓ ３  Ａ ５  

田中（有） １  ＨＳ ２  

藤井技術顧問 １  Ｉ １ （１） 

ＴＫ １ （４） ＡＳ  （１） 

≪過 去 の 役 員 等 就 任 契 約 状 況≫ 

① Ａマンション …（２年） 理事長    ② Ｂマンション … （１年）理事長 

③ Ｃマンション … （２年）理事長    ④ Ｄマンション … （１年）理事長 

⑤ Ｅマンション … （３年）理事長    ⑥ Ｆマンション …（２年）理事長 

⑦ Ｇマンション …  (３年)  理事長      ⑧ Ｈマンション …（2,5年）顧問 

⑨ Ｉマンション …  (３年)  理事長       ⑩ Ｊマンション … （３年）顧問 

⑪ Ｋマンション … （２年）理事長     ⑫ Ｌマンション …（３年） 理事長 

⑬ Ｍマンション …（４年） 顧問 



≪資料 ④≫ 

管理組合役員就任委託契約書 

 

○○マンション管理組合（以下「甲」という。）とＮＰＯ法人福岡マンション

管理組合連合会（以下「乙」という。）は、乙の甲への役員就任について、次の

とおり委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（総則） 

第１条 甲は、乙が甲の総会において、役員に選任されることを前提として、

乙に対し役員就任を委託し、乙はこれを受託する。 

 

（業務の内容等） 

第２条 役員業務のうち、甲が乙に委託する業務は別紙のとおりとする。 

２ 乙は、別途、甲に対して役員担当者を通知する。 

３ 乙は、業務の実施に当たっては、甲の主体性を尊重し、住みよいマンショ

ン作り及びマンションの資産価値の維持向上に努めるものとする。 

 

（委託業務に要する費用の負担及び支払方法） 

第３条 甲は、乙に次のとおり委託料を支払う。 

一 支払額   毎月 金３１，５００円（消費税を含む。） 

二 支払時期  乙が総会で選任されてから１月以内に全額を支払う。 

三 支払方法  乙の指定銀行口座に振り込む。 

２ 役員業務を行うに当たり、調査費、資料作成料、交通費、通信費等必要な

経費は、甲乙協議の上、乙に支払うものとする。 

３ 甲は乙に対して別紙の範囲を超えた業務を委託するときは、甲乙協議のう

え、別途報酬等を支払うものとする。 

 

（契約の解除） 

第４条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた履行を怠った場合は、

相当の期間を定めて、その履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務

を履行しないときは、本契約を解除することができる。 

２ 甲及び乙は、その相手方に対し、３ヶ月以上前に書面での解約の通知を行

なうことにより、いつでも本契約を解除することができる。 

３ 前２項により契約を解除した場合、甲が乙に支払った委託料は、期間未経

過分を日割計算により返還する。 

 

 



（本契約の有効期間） 

第５条 本契約の有効期間は、平成○○年○月○日から平成○○年○月○日ま

でとする。ただし、甲又は乙から事前の文書による申し出がないときは、有

効期間満了日の翌日から、更に１年更新されるものとする。その後の契約も

同様とする。 

 

（協議事項） 

第６条 本契約に定めのない事項又は本契約に疑義を生じた場合、甲及び乙は

誠意を持って協議し、解決に努めるものとする。 

 

 

本契約締結の証として、契約書を２通作成し、甲及び乙は記名押印の上、各

自１通を保管するものとする。 

 

 

 

 

平成○○年○月○○日 

 

甲  福岡市○○区○○ ○―○―○ 

○○マンション管理組合 

理事長   ○○ ○○  ㊞ 

 

 

 

乙  福岡市中央区大名２丁目８－１８ 

天神パークビル ３Ｆ 

ＮＰＯ法人 

福岡マンション管理組合連合会 

理事長   畑島  義昭  ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 ＜委託業務＞ 

１、就任する職位 

○○マンション管理組合 理事長 

 

２、委託する業務 

（１）総会を開催し、事務の報告その他理事長としての職務を実施すること。 

（２）理事会を開催すること。 

（３）管理業務委託契約書に基づき、次の業務について管理会社へ指示を行い、

及び契約の履行状況を監理すること。 

① 事務管理業務 

② 管理員業務 

③ 清掃業務 

④ 建物・設備管理業務 

（４）管理規約において、理事長の職務と定められている業務を実施すること。 

（５）総会及び理事会において、決議された事項を実施すること。 

（６）区分所有者に対して周知広報を行うこと。 

（７）毎月、役員に対して、決算報告を行うこと。 

（８）その他前各項に付随すること。 

 

３、委託対象外の業務 

次の業務は委託対象外とし、実施する場合は甲乙協議の上定める。 

（１）金銭の取り扱い及び通帳・印鑑の保管は一切行わないので、管理組合で

取り扱う必要がある業務は、理事長以外の役員が分担するものとする。 

（２）管理規約等の大幅な制定・変更。 

（３）長期修繕計画の作成見直し。 

（４）設計図、仕様書等専門的資料の作成（簡易なものを除く）。 

（５）大規模改修工事の設計監理及び施工 

（６）建替えに関する業務 

（７）前各項の他、特別の専門知識又は多大な稼動を必要とする業務 



≪資料 ⑤≫ 

 

平成  年  月  日 

 

○○マンション管理組合 

理事長   ○○ ○○様 

 

ＮＰＯ法人 

福岡マンション管理組合連合会 

理事長 □□ □□ 

 

 

役員就任者の通知について 

 

 日頃から、当会業務に就きましては、格別のご協力をいただき、厚く御礼申

し上げます。 

 さて、管理組合役員就任委託契約書第２条第２項に基づきまして、御組合の

役員担当者を下記のとおりご通知いたしますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

 

記 

 

１  担当役員名     甲 山  乙 男 

 

２  当会役職名     理  事 

 

３  資   格     マンション管理士 

 

 

以上 

 



 

                             平成２８年１１月９日 

 

 

 

管理者管理方式実施事例 
 

 

 

 

     

     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NPO 法人マンション管理者管理方式推進機構 

              理事長 山本 逸男 

 



 

 

管理者管理方式実施の動機と経過 

 

１．マンション居住者からの相談と対応窓口 

   

①マンション居住者の高齢化、賃貸化、無関心層の増加等の理由により、管理組合

役員のなり手不足の対策についての相談が、マンション管理相談窓口に多く寄せ

られ、その具体的な対策が求められたこと。 

 ②マンション管理運営相談窓口は、財団法人マンション管理センター名古屋支部を

始め、マンション管理推進協議会等いくつかの団体は存在したが、管理者管理方

式を実施している団体は無かったため、その必要性を感じたこと。 

  ③名古屋市内の公的団体が供給したマンションに、その供給団体が管理者管理方式 

   を採用した先例があったため、組織化するに際し参考にすることが出来たため。 

 

２．管理者管理組織の設立 

   

 上記のことから、マンション管理士を主体とするマンション管理の専門家等によ

り、NPO法人マンション管理者管理方式推進機構（以下「機構」という。）が次

の通り設立された。 

（設 立） 平成２０年２月 

   （構成員） マンション管理士を主体に弁護士、税理士、１級建築士、管理業務主

任者等により構成 

   （事業内容）一、マンションの適正な管理運営のための助言、相談 

         二、マンション管理組合の管理者管理方式の普及 

         三、マンションの適正な管理運営のためのセミナー 

         四、マンションの適正な建物維持管理のための助言、相談、支援 

         五、マンション管理に関する業務受託 

         六、マンション建替え等のための助言、相談及び支援 

         七、以下省略 

   （事務所） 名古屋市中区栄三丁目１１番５号（栄マンション S－１２１３） 

         TEL０５２－２５２－２０２２ FAX０５２－２４３－０８８０ 

                   

 

 

                －１－ 



 

 

 ３．機構の基本的な管理者管理方式 

    

             管理組合       ○標準管理規約に示す外部専門家 

                         の活用パターンのうち「外部管理 

          総会＝意思決定機関      者総会監督型」を基本パターンと 

                         する。 

  外部       監    

  監査            理事会なし   ○管理者を監理する機関として、 

           視             総会の他、監事、または外部の 

                         専門家を充てることとしている。 

               監 区分所有者 

  事業者     管理者            

               視 （監事） 

 

 

 

 

現在管理者管理を採用中の管理組合 

 

その１ 名古屋市千種区田代町地内に所在するマンション管理組合 

    

建物の概要その他 

○戸  数  １９戸（住居専用マンション） 

○建物構造  鉄筋コンクリート造 地下１階地上６階塔屋１階 

○竣  工  昭和４８年９月 

○管理方式  自主管理 

 

一、管理者管理方式の採用経過及び内容 

      

（採用経過）              

①管理組合役員がマンション管理相談窓口において、次表に記す様な状況のマ 

 ンションの管理方法について相談があった 

 

                  ―２－ 



 

 

マンション居住者の状況 

○６０歳以上の居住者が７０％を超えていること。 

○１９戸の内８戸が空き家であること。 

○管理組合役員は３名で任期は１年であるため、ほぼ３年毎に役員に就任する 

必要があることから、高齢者にとっては負担が多き過ぎること。 

○以上のことから居住者の手による管理運営が極めて困難であること。 

 

②相談の結果、管理者管理方式を採用することで合意し、財政負担増の対応策

や、どのような方式の管理者管理方式が適切なのかを、打ち合わせた。 

 

    ③以上によりこの方式の採用に必要な管理規約の変更が行われ、相談の直接窓

口となったNPO法人マンション管理支援センターと管理組合との間で契約

が成立し、平成 2１年１2 月に管理者管理方式が発足し、平成２２年９月、

機構に引き継がれ現在に至る。 

 

（内  容） 

 

○方 式     P３に図示した方式から外部監視と事業者を除いた方式     

○管理者の業務  理事会関係業務を除外した通常の理事長業務 

○受託契約の内容 ①任期契約期間は１年（１年毎に更改契約をする。）  

         ②報酬額 

         ③管理者が業務の執行に必要とする交通費、消耗品費 

          会議費、通信費等は管理組合の予算から支出する。 

         ④このマンションの管理者業務実施担当理事名 

○管理組合の組織 ①理事会は廃止 

         ②監事（区分所有者から１名を総会で選任、任期は１年） 

         ③業務連絡委員を新設（区分所有者から数名を総会で選 

出、任期は１年） 

         ④総会等は通常の管理組合と同じ 

 

   

 

                －３－ 



 

 

   （管理運営） 

 

○総括担当者    ①機構の理事を充て、管理者業務全体を総括管理し、  

           併せて業務を実施する。 

○業務の実施    ①事業計画に沿って立案し、監事および業務連絡員と 

協議し、必要あるものについては総会に諮り実施す 

る。 

           ただし、通常の保存行為等については監事に連絡の 

           上、実施する。 

○会計業務     ①金員の取扱は総括担当者が作成した書類により監事 

が業務連絡員と諮り行う。管理者（総括担当者）は 

タッチしない。 

○透明性の確保   ①管理業務の遂行に際しては、原則として、全て掲示 

または文書で周知し、透明化を図っている。 

○その他      ①管理員室もなく、管理員も置いてないので、日常の 

管理に齟齬を生じないよう、出来る限るマンション 

を訪れ、居住者と接触する様にしている。 

  

 その２ 名古屋市守山区小幡地内に所在するマンション管理組合 

 

建物の概要その他 

○戸  数  住宅３６戸及び店舗５店舗 計４１区画 

○建物構造  鉄骨鉄筋コンクリー造 地下１階地上１３階塔屋１階 

○竣  工  平成１４年２月 

○管理方式  全部委託管理方式 

 

              

    一、管理者管理方式の採用経過及び内容 

    

（採用経過） 

   ①本住宅は公的団体が分譲し、その団体が当初から管理者として管理運営して 

きたもので、同団体からの要請により、平成２８年７月から管理者を機構に 

     変更したものである。 

                  －４－ 



 

 

     

②従前の管理規約は管理者を当該公的団体に限定し、任期の規定がなかったこ

とから、管理者を特定しないで、単に「管理者を定期または臨時総会におい

て選任する。」に、さらに管理者の任期を「１年とし、再任を妨げないも 

     のとする。」に変更して、機構が管理者に選任される条件を整えた。 

     

③つぎに機構を管理者とする等の議案が、原案通り可決されたことにより、機

構が管理者に選任され、平成２８年７月１日に管理者に就任した。 

 

    

 （内  容） 

 

○管理方式    ①P３に図示した方式に居住者全体が事実上監視可能と

なる意見交換会を設置した。 

○管理者の業務  ②理事会、役員関係を除く通常の理事長業務 

○受託内容    ③契約は交換しなく、管理組合からの委嘱状により業務 

を執行するが、内容は管理規約に定めるものとなる。 

         ①任期は１年、ただし、再任可 

         ②報酬額は管理者就任時の金額とするが、毎年度予算化 

した額とする。 

         ③管理者が業務の執行に必要とする交通費、消耗品費、 

会議費、通信費等は管理組合の予算から支出する。 

○管理組合の組織 ①理事会は廃止 

         ②監事（区分所有者から１名を総会で選任、任期は１年） 

         ③住宅部会と施設部会に、監査委員及び管理委員各１名 

をおく（全体総会で選任、任期は１年） 

         ④総会は全体総会と各部会総会 

○外部監視      従前の管理者である公的団体が出納業務を行うこと 

により、外部専門家に委託したと同じ効果が発生 

 

 

 

 

 

                  －５－ 



 

 

 

   （管理運営） 

 

○総括担当者  ①機構の理事を充て、管理者業務全体を総括管理する。 

○業務の実施  ①事業計画に沿って立案し、管理者職務要領により実施す 

る。 

○意見交換会  ①定期的に区分所有者を対象に意見交換会を開催し、管理 

者、区分所有者の意向確認を行い、業務を推進する。 

○意見書の徴収 ①管理運営に関し意見がある場合は、それを管理者に伝え 

る手段として意見書をロビーに備えて、意見書が提出さ 

れた場合は、その回答を掲示する。 

○建物巡回   ①週に１度建物を巡回し、その結果と対策を巡回表に記載 

し、掲示する。 

○見回り    ①主として高齢者や独居者を対象に希望がある場合は見 

回りを行う。 

○会計業務   ①会計業務については、前管理者に委託して行うことによ 

り事実上の監視を第三者が行うこととしている。 

○透明性の確保 ①管理業務の遂行にあたっては、原則として、全て掲示ま 

たは文書で周知し、透明化を図っている。 

 

 

共通事項 

①管理者経費は戸当たり月額２，０００円から４，０００円である。 

   ②管理者はマンションに常駐していないことから、居住者の連絡に俊敏に対応す

る必要上、機構の担当者間の連絡が円滑に行われる様連絡体制を整えている。 

   ③この制度は信頼が第一である。その内でも、特に金銭の扱いは重要で、その業

務を居住者、例えば監事が監視する居住者の組織を設け、そこに委託する方法 

    等を導入するなどの方法が良いと考えている。会計士等に委託するのは財政に

余裕がない管理組合にとっては、費用面で現実的ではない。 

   ④この制度の導入には費用が必要である。導入したくても費用の捻出が出来ない

ため断念するケースが多い。よってマンションが若いうちに管理運営積立金 

    というような制度を設け、居住者が高齢化した時に備える必要があると考え 

    る。 

                   －６－ 



外部管理者方式の危うさと管理適正化回復への道  2016年11月9日

Step 1 管理会社（Ｃ社）訪問 1月17日 理事会制度導入申入れ 区分所有者 ・具体的行動とれず 申し入れ拒絶
※総会へ上程するなら1/5集会招集

　請求が必要との見解（門前払い）

Step 2 臨時集会 3月24日 管理者提案 管理者Ａ社（実態はＣ社） ・中古ﾏﾝｼｮﾝ購入の 議案否決
①法人化　　　　　　 　　　【特別】 不動産会社へ協力要請  ※不誠実な管理者の実態を訴え

②区画買取り　　 　　　 　【特別】 議長：管理者Ａ社 ・登記簿謄本取得 　　区分所有者の反対多数による

　　（ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ､ｾﾚﾓﾆｰﾎｰﾙ等） （Ｃ社社員兼任） 　　議案否決で管理者提案阻止

Step 3 定期集会 8月22日 通常総会議案 管理者Ａ社（実態はＣ社） ・委任状提出者へ 議案否決
①決算承認                 【普通】 　議決権行使依頼  ※普通決議で成立する管理会社の

②予算及び事業計画 　【普通】 議長：管理者Ａ社   ﾏﾝ管新聞記事添付 　　管理委託契約承認を否決

③管理委託契約更新 　【普通】 （Ｃ社社員兼任） ・管理者からの攻勢 　　竣工以来の管理者君臨体制に風穴

　電報による委任状督促

Step 4 臨時集会 11月13日 1/5集会招集権による集会 区分所有者 ・管理者からの意見書 全議案可決
①管理会社の選任　　　【普通】 （理事会設立準備委員会） ・管理者からの攻勢  ※規約改定の前段階として総会では

②Ｃ社との暫定契約締結【普通】 ・区分所有者へコンタクト 　　管理者の解任を可決。

③理事会制度導入　　　【普通】 議長：Ａ社 ・連絡難先自宅訪問 　　結果として3/4の賛成が得られ

④役員選任                 【普通】 （Ｃ社社員兼任） ―議場での攻防― 　　管理者側の姿勢に変化。

⑤管理者解任              【普通】 ・議長承認を巡る攻防

・無効票扱いでの攻防

Step 5 臨時集会 12月17日 1/5集会招集権による集会 理事会 ・管理者による不正工作 全議案可決
①管理規約変更　 　　　【特別】 　検知のため組合員へ 　※3回の総会により区分所有者間の

②理事長の管理者承認【特別】 議長：理事長  任意でFAX依頼 　　信頼関係構築でき管理者は白旗。

③管理委託契約締結承認 　　区分所有者の全面勝利、独立へ。

　　　　　　　　　　　　　 　　【普通】     （ 2月1日より新管理体制に移行）

                                 mankanken@kpa.biglobe.ne.jp

段階 結果集会（交渉） 時期 内容　（括弧内は議決の区分）
集会招集主体
（枠内は区分所有者数、括弧内議決権割合）

総会前の攻防

２名

（4.2％）

１９名

（39.5％）

３１名

（64.5％）

３７名

（77.0％）

４０名

（83.3％）

２．外部管理者（Ａ社）による杜撰な管理の実態
⇒下請丸投げ、不透明会計、修繕積立金取崩、専有部電気代の組合負担、違法建築、区画買取提案

３．管理者と区分所有者との信頼関係が崩れた場合
⇒区分所有法（25条）では管理者解任が可能とされるが…

①規約に別段の定めがなければ普通決議⇒規約に記載があれば規約改定（特別決議）必要

②監事は、著しく不当な事項があれば集会招集可能⇒規約で監事がいなけでば不可

③管理者に不正な行為等があれば裁判所へ解任請求可能⇒不正の証拠がなければ難しい

４．外部管理者（Ａ社）のスタンス
①分譲時より外部管理者方式で運営（標準管理規約準拠と理事会方式導入拒絶）

②変更するならば区分所有者の５分の１で集会招集手続きが必要

③個人情報保護のため、区分所有者の連絡先情報開示は拒否

１．物件概要
①物件名称：Libertyマンション（仮名）

②所在地 ：東京都杉並区

③築年数 ：３０年

④戸数 ：４８戸

⑤形態 ：コンパクトマンション

⑥管理者 ：デベロッパーＭ社（規約で規定）

【Ｍ社は倒産し、現在はＡ社が管理者を継承】

⑦管理会社 ：Ｃ社【Ｍ社からの社員・ﾉｳﾊｳを継承、管理者Ａ社と一体化し不透明】

管理適正化回復への厳しいハードル

《管理規約》 抜粋

第12条 株式会社Ｍ社を区分所有

法に定める管理者とする。

第15条 議長は管理者若しくは管理

者の指定する代理人が務める。



外部管理者方式の問題点 

マンション管理士 平田 英雄 

国交省が外部者管理方式を認めてから、危険な傾向にある。 

自分は自主管理のマンションを主として支援。 

高経年のマンションの多くが、将来管理者は外部の信頼おける人に任せればいい、という風

潮が生まれている。 

また、最近の投資用の分譲賃貸マンションでは管理者管理が一般的になっている。中央区で

マンション実態調査を実施しているが、管理者となっている管理会社が「『アンケート調査に

協力しない』と会社で決めた」と断り。こんな管理会社に任せて大丈夫か？ 

 

問題点として大きく３点 

① 管理者に辞められるリスク 

② 担い手により問題が発生 

③ 「委託される側の信頼性」と「委託する側のマネジメント力」 

 

１．外部管理者で運営してきた管理組合が、その管理者がいなくなったら誰が管理を行うのか？ 

・ビジネスで管理者を任せた場合、大変で厳しい状況が来たら（例：再生、大規模修繕で資

金不足）辞められるリスク 

 その時点でスラム化の道を進み始めることは必至 

・特に、分譲賃貸マンションで管理会社が管理者管理を行っているが、儲からなくなったら

やめられてしまうリスク 

 

⇒管理者管理を 5 年～10 年続けたら、終身管理者となる。正当な事由がない限り、辞めら

れない。（雇用で短期雇用を続けたら終身雇用扱いになり、解雇が難しい、定期借家でも、

数回続けたら普通借家契約になるのと同じ） 

 

２．外部者を管理者とする場合、担い手により問題が発生 

・特に管理会社による管理者管理は、収入から支出まで事業そのものを預けて、丸投げして

いるのと同じため、当然に自社の利益を最大にするよう努力する。その結果、管理組合の

利益は損なわれる。（利益相反が発生） 

・マンション管理士を管理者としても、個人の場合、全ての管理業務に対する専門性がある

か判断が難しいことと、健康状態等で業務提供が難しくなった場合の対応策等が必要 

・また、管理者の責任で損害が発生した場合の保険など、十分な保証対策も要る 

 

⇒ 管理者を担う側に自律性が求められる ＝ 例）行政の制度の中で派遣 

  マンション管理士の場合は、組織で受託する際の損害を保証する保険等の対策が必要 

 

 



３．生活者は、外注（委託）という仕組みに慣れていない（物を購入はするが、サービスを受けること

に慣れていない） 

 

・外部に任せるということは、監視する側のレベルアップが必要。お金の勘定と犯罪の防止

だけでは不十分 

・委託先のマネジメント力が重要。 

一般の人でも、会社に入って初めて外注（業務委託）を経験し、マネジメントの必要性を

学ぶ。マネジメントとはサービスの質とコストのコントロール、人の管理。 

 特に、マンション管理は業態が単一でなくて幅広く複雑、内容が見えにくい、競争させた

り比較検討することも大変。 

 

⇒委託に関する管理組合の啓蒙・教育や、管理会社の業務の更なる情報開示や監視の仕組み

が必要なのでは 

⇒信頼関係がない状況で任せても、問題が起きる可能性が高い。管理者へは信頼関係を築い

てから。 

 

 








